
別紙１ 

平成３１年３月１５日 

建 設 局  技 術 管 理 課 

 

スクラップ費用の取扱い 

 

 平成３１年度４月以降に起工する工事から、スクラップ費用について以下のとおり取り

扱うこととします。 

１ スクラップ費用の取扱い基準の統一 

 ① 直接工事費に計上する。 

 ② マイナス単価とする。 

 ③ 全ての間接費の対象外とする。 

  （管理費区分は「９」とし、「０」や「T」と設定はしない。） 

２ 工事費積算例 

 

※ 上表は説明用の簡略なものであり、数値は全て参考値である。 

３ 適用日 

 平成３１年４月以降に起工する工事から適用します。 



別紙２ 

参 考 
 

最低制限価格の算定例 

 

 別紙１の「２ 工事積算例」により工事発注を行った場合の、最低制限価格の算定例を

以下に示しますので、参考にしてください。 

◆ 最低制限価格の算定例 

 
※ 上表は説明用の簡略なものであり、数値は全て参考値である。 


